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第１  本別冊Ｃ の目的 

本別冊Ｃ は、 上告人ら の第一審における 本人尋問での供述等を 踏ま え、 ①「 婚

姻の本質」 を 満たす関係性を 築く こ と ができ る かと いう 点において、 法律上同性

のカ ッ プルと 法律上異性のカ ッ プルと の間に差異が全く ないこ と 、 ②それにも か

かわら ず法律上同性のカ ッ プルが現行の法律婚制度から 排斥さ れる こ と によ り 、

様々な不利益を 受けている こ と 、 ③「 分離すれど も 平等」 はかえっ てス ティ グマ

を強化する こ と を 明ら かにする こ と を目的と する 。  

 なお、 本別冊Ｃ は、 ２ ０ ２ ４ 年２ 月１ ９ 日付原告ら 第３ ８ 準備書面を ベース に

適宜表現を 調整する など の修正を 施し て作成さ れたも のである 。  

 

第２  上告人一橋と 上告人武田 
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第７  ま と め 

以上のよ う に、 各上告人ら は、 ①上告人ら 法律上同性のカ ッ プルが法律上異性

のカ ッ プルと の間に差異が全く ないこ と 、 ②にも かかわら ず上告人法律上同性の

カ ッ プルが現行の法律婚制度から 排斥さ れる こ と によ り 、 様々な排斥を 受けてい

る こ と 、 ま た上告人ら の実際の経験を 踏ま えて、 ③「 分離すれど も 平等」 はかえ
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ってス ティ グマを 強化する こ と を 各人の尋問においてつま びら かにし た。  

かかる 尋問を 経て、 改めて法律上同性のカ ッ プルにも 現行の法律婚制度の利用

を 認める ほか、 上告人ら の被っ てき た様々な差別や偏見によ る 苦難を 払拭する 道

はないこ と は明ら かになった。  

本訴訟における 憲法判断にあ たっ ては、 こ れら の各上告人ら の体験し てき た事

実を 踏ま え、「 個人の尊重」、「 個人の尊厳」 及び「 法の下の平等」 と いっ た憲法の

基本原理に則った判断がなさ れなければなら ない。  
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以 上 
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